
細街路拡幅整備に伴う寄付手続きの流れ（土木部管理課）

届出

提出

確認

申請

確認

提出

通知

　 提出

申請

支払い

安全都市づくり課不燃化推進係 申請者 土木部管理課

※説明図確認前に分筆しないでください。
   必ず現場立会後の分筆をお願いしま
す。

※1境界標を設置した後、用地係へ連絡
    をお願いします。
 

※2「寄付決定通知」及び「寄付物件受領
　　　通知」は「境界確定通知」発行時にお
　　　渡しいたします。

完　　了　　

寄付決定通知※2

物件受領通知※2

境界確定通知

細街路拡幅整備
協議届出受付

道路境界説明図、地積
測量図の下図の作成 後退線の確認

分筆登記
（区有地境界図の下図の作成）

受領

現 場 協 議

細 街 路 拡 幅 整 備 工 事

境界標の設置※1 設置確認

細街路拡幅整備
工事申請受領

寄付申出書類一式

下図の確認

審査・決定寄付受領決定通知書

所有権移転完了寄付物件受領書

助成金交付申請書受領

助成金 助成金

区有地境界図の作成 審査・決定

寄付に関する問合先：土木部管理課用地係 (区役所隣：防災ｾﾝﾀｰ 3階1番窓口)
TEL 03-3647-9371（直通）✉470126@city.koto.lg.jp


